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1. はじめに 

発電プラントや 化学フラントなどに 用いられるボイラ や 

圧力容器は米国、 欧州、 日本等が主要な 市場であ り、 か 

つ生産国であ る。 我が国だけでも 年間十数万 基 に上る生 

産を行っている。 一方で、 東南アジア、 中国、 南米、 中近 

東といった発展途上国の 拡大する市場に 向かって、 これ 

ら米国、 欧州、 日本が激しい 受注戦争を展開している。 

このような中、 1990 年代中頃 に 三 U 単一市場を加速 

するために欧州で 規格統合及び 欧州主導の国際標準化 

の動きがでて、 これに危機感をもった 日米が、 ISO の場 

㏄ Ctt: ボイラ及 び 圧力容器 ) で日米主導により 国捺 標準 

化を進めてきた。 これに対し、 欧州が ブ コソ ク 投票などに 

よる 2 度にわたる DIS 案の否決など 明らかな対立姿勢を 

とってきており、 国際標準獲得を 巡る欧州対日米の 典型 

的な対立事例になっていた。 

Globa@ Relevance 政策 ( 規格の国 際 市場性 ) を打ち出 

した ISC@/TMB( 技術管理評議会 ) での裁定 ( 性能規定 

化された国際標準の 制定推進 ) などを経て、 日米主導に 

よる性能規定化作業を 進めてきたが、 その後も欧州によ 

る欧州 実 の Fast Track 提案とその否決など 混乱が続い 

た。 しかし、 本年 7 月の丁 C 「「パリ総会で、 アジア・太平 

洋 諸国も巻き込んでようやく 合意が成立した。 

今回の合意により て C Ⅱでは 7 年越しの懸案が 収束さ 

れることとなるが、 それぞれの産業界を 背景に国 捺 標準 

獲得を巡る欧州との 姥烈 な駆け引きを 振り返り、 国捺楳 

準の持っ意義・ 利害得失を考察してみたい。 

2.TC Ⅱを巡るこれまでの 経緯。 
(1)1997 年以前 

世界的な圧力容器の 規格は、 ASM 三 規格を主とす 

る米国規格と 欧州規格が使用されており、 その他の各 

国は米国又は 欧州の規格のいずれかを 基礎としてい 

た。 そのような状況下で ISO/TClt を設置し統一国際 

規格の作成を 試みたが、 設計思想や安全率の 考え方 

に 隔たりがあ り結論を得ることなく 1964 年以降休眠状 

態となった。 

しかし、 1995 年の WTO 灯 BT 協定の締結、 欧州に 

おける 1997 年の欧州圧力設備 指 =(P 三 D) の採択、 及 

び PED に整合した EN 規格 ( 欧州統一規格 ) の開発と 

Fast Track 制度による欧州主導の 三 N 規格の ISO 化 

の動きを見て、 危機感を抱いた 日米の共同提案により 

TCll の再開が決定された。 

(2)ISO/TCll 東京総会 (1997 年Ⅱ 月 ) 

再開第一回 ISO/TC Ⅱ総会に 拾 いて、 既存の l 日規 

格， WG 等の廃止、 新たに設置する WGl0 ( コンベナ 

一 : 朝田泰英東京大学教授 ( 当時、 日本 )) で下図に示 

すような各国規格を 認知できる性能規定化された 目捺 

規格案の作成などが 決 註されたが、 一方で、 C 三 N/ 

She Ⅱ Bo Ⅱ・ er( 欧州詳細規格 ) に関する CEN/TC269 原 

案を ISO/CEN 並行審議 ( ウィーン協定 4.2 項 ) の為 

に提供することが 賛成多数で可決されてしまった。 

註 : 翌年の San Diego 総会で 1S0/CS ( 中央事務 

局 ) の指示により 並行審議は、 迅速処理に変更され 

た   
「 ------ 一 -------- 

lSo Ⅱ Cll 性能規定国際規格         PED         
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図 : ボィラ 及び圧力容器 国捺 規格案の概俳 

(3)1SO Ⅱ Cll Boston 総会 (1999 年 7 月 ) 

性能規定化された 国捺 規格 棄 が最終承認されるま 
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で 詳細規格であ る㏄ N/She Ⅱ Bo Ⅱ ler 規格を迅速処理 

に掛けるべきではないとの 意見が出されたが、 決議 

の結果、 否決された。 

そのため以下の 妥協案が提出され、 可決された。 

一 性能規定化された 国際規格原案の 早期作成 

一 CEN 迅速処理規格候補の TCll による検討を、 

2001 年 1 月Ⅰ日進延期する 

(4) 性能規定化された 目瞭規格原案の 審議状況 

(2000 年～ 2001 ヰ ) 

]999 年に、 欧州勢も参加する TCll として委員会 原 

剰 CD 法 成立させ、 2000 年の DIS 投票に諮ったが 否 

決。 また、 翌年、 傍正 のうえ再度 DIS 投票にかけたが 

これも否決された。 

いずれも、 欧州勢の プ ロ 、 ソク 反対票によるもので、 

これを受けて 日本は TMB に懸念表明、 米国は理事会 

に提訴 (Appeal) した。 

(5) TMB 一 Sydney 会議 (2001 年 9 月 ) 

性能規定化国際規格原案 ISO/DIS16528 に対して、 

F 欧州の投票行動が ISO/IEC Dirnectives Pa 吐 -1 の序 

文、 b) コンセンサス 及び c) 規律の規定に 反する ] との 

日本の懸念表明に 対して 丁 MB は以下の決議を 行っ 

た   

TMB 決議 72/2001 

TMB は、 

円 SO/TC 川 ボイラ，圧力容器 ] によって策定された 

ISO/DIS 16528.2 が投票の結果、 否決されたことに 

関して JUSed 日本 ) から懸念表明されたことに 留意 

し、 

一 圧力容器の性能要求事項に 関しては当面コンセン 

サス を得るのは困難であ ることを考慮し、 ISO/TCII 

が、 同文害の内容を F ボイラ及 び 圧力容器 ] に関す 

る承認された 規格の一覧表及び 登録手順に限定す 

る決定をしたことを 更に留意し 、 

一 DIS 投票用に提出された 女手は ISO の TS( 技術仕 

様 害 ) として出版することを 決定し、 

一性能要求事項を 含む国際規格の 策定を続行するよ 

うに ISO 打 Cll に要請し、 

一関心のあ る各会員団体からの 専門家の丁 Cll の 

作業への積極的な 貢献を推奨し、 

一将来、 この分野に於ける 既存の規格が ISO に採 

択すべく提案された 場合、 その提案は検討・ 決定 

のために TM  B に照会するよう 要求する。 

(6)C 三 N  から ISO  への FastTrack  提封 2002  年 10  月 ) 

上記 (5) にも 杓 わらず、 CEN Ⅱ C269  事務局 

( 独 DIN) は 2002  年 10  月 22  日付けで、 [  欧州 SheH 

Boiler  規格 EN  l2953-1 ～ 8  規格を ISO/IEC 

Dirnec 廿 ves  Pa 氏 l  Annex  F.2.1.2  による FDIS  の Fast 

丁 rack  による投票に 掛けるよ う山 申請した。 

( 参考 )ISO/IEC  Directives  Pa 億 l  Annex  F.2  迅速 処 

理 による手順 

F.2.].2:ISO 又はⅠ 三 C の理事会が認めた 国際標準 

化団体は、 その団体が作成した 規格をⅠ DIS とし 

て投票に付するために 提出することを 提案でき 

る 。 

(7)TMB  における Fast 廿 ack 提案の審議 (2003  年 2  月 ) 

上記提案は TM  B 決議 (72/2001) に基づき、 2003 

年 2 月の TM  B 会議の議題とされた。 

審議の結果、 以下の決議がなされた。 

TMB 決議 (6/2003) 

一 DIN による提案が 規格の国際市場性に 関する 丁 

MB の要求事項に 照らして ISO/TC Ⅱが検討し、 

2003 年 6 月の TMB 会議に間に合うようにその 見 

解を具申することを 要請する。 

(8)1SO/TCll Honolulu 総会 (2003 年 4 月 ) 

欧州からの Fast Track 提案については、 米国、 日本、 

ニュージーランドから Fast Track 処理への反対コメント 

文 き、 仏・独から賛成コメント 丈吉 が 寄せられており、 

これをべ ー スに参加各委員間で 詩論された。 

これらの議論の 結果、 

一「 TMB は EN SheH Bo Ⅱ fer 規格の Fast Track 処理 

は 進めないことを 決めるべきで、 TCl 「に対して当 

初の作業計画通り 性能規定化された 1S0 規格化 

の開発に注 力 するように指示し 続けるべきであ る。 

三 NShe Ⅱ Bo Ⅱ ler 規格は性能規定化された 規格の中 

で 適合規格の候補となろう。 」という趣旨の TC 

Ⅱ ， s Ⅲ ew を参加者の全員一致で 採択し、 TMB に 

回答することとした。 

(9) 27 回 TMB 会議 (2003 年 6 月 ) 

TC Ⅱの回答を受けて 丁 MB で検討した結果、 以 

下の決 護 がなされた。 

TMB 決議 (35/2003) 

円 SO/TC Ⅱからの提案を 支持し、 迅速 法 による 
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提案を却下することを 決定する。 

これにより、 欧州の Fast Track 提案による目時規 

格化の途は閉ざされた 

(10)ISO/TCll Paris 総会 (2004 年 7 月 ) 

TC Ⅱでは引き続き 性能規定化された 国捺 規格原 

案作成のミッションが 残されていた。 このため、 WD の 

完成を目指すべくその 後も 2 回の WGl0 を開催し、 と 

りまとめられた WD を TC Ⅱ総会に諮ることとしたが、 

フランスから 総会開催の 1. 5 ケ 月前に突然 WD 棄に 

対する対案が 提出された。 今回の総会及び 前後に開 

催される WGl0 では、 WG でとりまとめられた 原案 対 

フランス提出対案の 検討という予期しなかった 緊張感 

の中での会話となった。 

会議は、 我が国の参加要請・ 事前根回しもあ って中 

国、 韓国、 マレーシア、 オーストラリアのアジア・オセア 

ニア勢を含む 14 カ 国 (38 名 ) が参加し、 仏 提案につ 

いて、 米国、 日本、 韓国、 中国、 加、 蔓 、 ハンが」 一 ・ 

マレーシア等が 反対表明をした。 仏 案に賛成したの 

は仏、 独のみであ った。 英は明確に言わなかった。 こ 

の状況を卸 酌 した独仏が wD 案に沿った修正案を 提 

出し、 ほぼ、 これで妥協が 成立し、 全員一致の合意が 

得られた。 

今後は、 来年夏の DIS 投棄、 再来年初めの 1S 化に 

向けた手続きを 行 う こととなる。 
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一方で、 ISO はその策定に 参加した者の 合意を表 

すとの一般的考え 方が受け入れられており、 その結 

果、 特定の地域の 要求にのみ対応する 1S が発行され 

てきた。 そのような状況は 自由貿易の障害に 成り ぅる 

との認識のもと、 改善するため GR 政策が策定され 

た @O 

(2) 経緯 

2003 年 2 月 : 第 26 回 丁 MB で原則を了承 

2003 年 9 月 : 第 28 回 TMB で政策文吾を 了承 

2004 年 2 月 : 第 29 回 TMB で適用指針を 了承 

(3) 定義 

世界の市場で 関係工業及び 利害関係者によって 

可能な限り広く 使われるために ISC@ 規格に求められ 

る 要件 

(4) 内容 

一詳細規格より 性能規格を優先する 

一 現存する正当な 市場の相違があ る場合、 将来には 唯 

一の国際規格を 発行するという 前提で、 以下の進化 

過程を通ることができる。 

，地域規格・ 国家規格の相違をカタロバ 化した ISO 

文吾 (TSorTR) の発行 

・地域規格、 国家規格を包含 し 、 それにより支援さ 

れた性能 規間 S0 の発行 

・市場の相違による 特定の規定項目について、 以 

下の選択肢を 設けることができる 

- 本文に複数の Normativereferences 

-Annex に複数の NormativeAnnex 

- 複数の Sub-pa 曲 ( 特有の market に ) 

  最終的に唯一の 国 捺 規格の発行を 目的とした場 

合、 枝数の地域規格又は 国家規格を TS 、 PAS と 

して発行 

一 WTO Ⅱ BT の規定する基本的相違 (Essential 

d 計 erences) があ る場合、 特別の規則や 丁 MB の特 

別承認により、 その相違を ISO 規格に含むことが 

できる 

4. ボイラ・圧力容器の 国際規格原案の 概要 
合意された 国捺 規格原案は性能規定化された 内 

容になっており、 その構成は Pa れ ](Pe 而血 ance 

requ 正 ements) 及び Pa 吐 2  (Standards  fulfl@ing  the 

requ 正 ementsofPa れ ]) の 2 部構成となっている。 
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ここでは、 性能規定内容を 理解頂くために、 Patl の一 執があ ったが、 日米の強力な 連携、 アジア太平洋諸国 

部の規定内容を 記載した。 との協調、 欧州諸国への 粘り強い説得など 不断の努 

7.3 設計 力 により、 最後は欧州諸国の 理解も得て参加者全員 
7.3.] 荷重及びその 他の註 計 条件 が 合意できる WD がとりまとめられたものであ る。 国   

    3.2 設計方法は 設計方法 ， 次の方法の一つ 又は適切な組み 合わせを適用してボ 地域間の技術的差異が 存在する困難な 目 捺 標準化 
イラ及び圧力容器の 完全性を説明すること     

1) 公式による設計 の 成功事例・代表事例として 記録されるべき 快挙と ぃ 
2) 解析による設計 
3) 実検又は試験による 設計 えよう。 

設計方法は荷重と 予想される破壊モードの 規定を含んだ 首尾一文 
した設計システムを 基本としなければならない   

一方で、 問題点が無 い わけではない。 議論の途上 
7.3.3 設計マージン 

ボイラ及び圧力容器において ，材料物性 値 又は設計方法 ( 適切な 
で 出てきた意見の 中には、 ①技術的に優れた 唯一計 

詳細製作方法を 含む ) に対する設計マージンは 規定された荷重条件 細 規格を国際標準とし、 各国家・地域規格はそれに 整 
での予想破壊モードに 対して規定しなければならない ， ( 規定すべき 
材料物性値は 省略 ) 合させるというのが 理想、 ②性能規定化というのは、 と 

7.3.4 設計マージンに 設計 係致 加えて，適切な 設計係数 ( ほ 査の程度 ゃ 方法 あ る もすれば、 それぞれの規定項目が "testable  &   

えて規定されるべきであ る   

7.3.5 検査のための 手段 
効 のない規格 ) に陥りやすい、 というものがあ った。 い 

7.3.6 班 接 きとガス抜き 
'.'.' 角柱 """ 

ずれも一理あ る主張であ る。 

'.'.' 遇 "" 止 しかし、 今回のように 枝数の既存技術を 国際標準に 

するような場合には、 各技術の共存を 認めるような 性 

5. 圧力容器国際標準化活動に 見る意義 能規定の策定こそ 最適な解であ ったと信じている。 

規格とは、 科学、 技術及び経験の 総合的な結果に 一方で、 例えば先端的技術で、 我が国が重要な 必 

基づき、 分野の最善の 利益を図るもの、 との定義があ 須 特許等を有し、 国捺 標準化により 世界市場を獲得す 

る (ISO/IECGuide2) 。 しかし、 この「最善の 利益」で関 るような戦略で 望む捺には、 自ずから違った 戦術があ 

係 各国がコンセンサスを 得ることはなかなか 難しい。 るものと思われる。 

特に今回のボイラ 及 び 圧力容器など 既に世界での 市 

場 が確立しているような 技術については、 改めて唯一 6. おわりに 

の技術スペック 的な国際標準を 策定することは 至難の 本稿では、 ボイラ及び圧力容器の 国際標準化活動 

技 であ る。 の 経緯を詳細に 振り返り、 日米が採った 戦略、 戦術や 

ボイラ及び圧力容器の 国際標準制定に 当たって、 意義を考察してみた。 このような国際標準化の 対処方 

我が国としての 死守線は欧州主導の 詳細規格 ( 例え 法は、 欧州主導の国際標準化が 進んでいるその 他の 

ば Shell Bo Ⅱ eer 規格 ) が IS0 規格になることを 防止する 多くの技術分野でも 有効であ ろうと考えられる。 一方 

ことにあ った。 もし欧州詳細規格が ISO 規格になれば、 で、 我が国が最終的に 何を目的に活動するかによっ 

WTO Ⅰ TBT 協定に基づき 我が国のⅢ S や法規の技 てその標準化戦術は 変化させるべきであ ろう。 

術基準をそれに 整合させる義務が 生じるが、 欧州技術 最後に当たって、 当下 C Ⅱの活動を主導された 朝田 

と 日米技術は基本的な 差異があ りこれは容認できな 先生及 び KHK( 高圧ガス保安協会 ) の梶村氏をはじ 

いところであ った。 め 、 関係されている 多くの関係者の 方々に改めて 敬意 

このために 7 年間の長い活動を 行ってきた訳だが、 を表する次第であ る。 

その中心は WGl0 による性能規定化された 規格作成 

であ った。 それぞれの国や 地域の技術の 差異を認め、 参考文献 

それらを包含 し 得る国際規格の 作成。 まさに、 現在 IS  l) ボイラ・圧力容器の 国際標準原案で 各国合意岩永 明 

0 Ⅰ TM  B が指向している Global Relevance  政策を先 勇一標準化ジャーナル VOL34 、 JSA 、 2004.9 

導 するような画期的な 手段であ った。 2)@Global@Relevance@of@ISo@Technical@work@&@publications ， 

この作成過程では 前述のように 様々な欧州との 確 Annexlto  ISO 打 MB58/2003  Revl.2004.5  他 
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